
   

アップデート６．２３のご案内 

 

  拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、「社労法務システム」を御愛顧いただきまして誠に 

ありがとうございます。 

  さて、このたび下記の内容のソフトウェア アップデートを行いましたので、ご確認下さい。 

 

敬具 

 

記 
 

 アップデート 6.23                                       

    ＜概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜改訂履歴＞ 
 

バージョン アップデート公開日 改定項目 改定内容 

6.23.0 2026/04/24 － 初版 
                

 

 

 

 

 

 

 
 

－ 1 － 

１．通勤手当の非課税限度額の改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
１）令和８年４月１日より通勤手当の非課税限度額に関する法改正に対応 

２．在留資格の追加に対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
１）「令和８年４月１日に新たな在留資格が追加されるための暫定対応」に対応 

３．その他改善と不具合の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
１）個人基本情報新規登録の不具合対応 

２）一括有期事業集計・印刷の不具合対応と改善 

３）賞与項目設定の不具合対応 

４）労働保険関連画面の誤字の不具合対応 

５）一括申請データ作成画面の不具合対応 

６）36 協定届（一括申請用データ作成）画面の不具合対応 

４．今後のアップデート予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
     



   

アアアッッップププデデデーーートトト内内内容容容   

 

１．通勤手当の非課税限度額の改正  

令和８年４月１日より通勤手当の非課税限度額の区分の追加と駐車場料金の非課税追加等の改正が発表されました。 

   ① 通勤距離が片道 65 ㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。 
 

通勤距離の区分 改正後 改正前 

片道 65Km 以上 75Km 未満 45,700 円 

片道 75Km 以上 85Km 未満 52,700 円 

片道 85Km 以上 95Km 未満 59,600 円 

片道 95Km 以上 66,400 円 

38,700 円 

 
個人基本情報新規登録の給与情報 TAB 内の「通勤手当の課税区分」の選択肢に下記を追加しました。 

・交通器具 65Km 以上 

・交通器具 75Km 以上 

・交通器具 85Km 以上 

・交通器具 95Km 以上 

・有料道路利用 
 
   ② 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の１か月当たりの非課税限度額に 

ついては、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に１か月当たりのその駐車場等の料金相当額 

（上限 5,000 円）を加算した金額とすることとされました。 

※ 通勤距離が片道 2Km 未満である場合は除きます 
 
「一定の要件を満たす駐車場等」とは 

通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の 

勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の 

周辺にあるものをいいます。 
 
上記改正に伴い対応を行いました。 

  １） 非課税限度額変更に、交通用具 65Km 以上～95Km 以上と駐車場等料金（１か月当たり）を追加しました。 

  ２） 個人情報の通勤手当の課税区分の選択肢を追加しました。（取込と出力等も同様） 

  ３） 給与項目設定の支給項目に「EF 駐車場等の料金相当額」を追加しました。 

  ４） 給与計算において、通勤手当の課税区分追加と駐車場等料金に対応を行いました。 
   

２．在留資格の追加に対応  

１） 「令和８年４月１日に新たな在留資格が追加されるための暫定対応」に対応 

   前回アップデートで「一括申請データ作成」画面のみ対応した「特定技能 1 号（リネンサプライ、物流倉庫、資源循環）」 

   の追加について、その他の画面の対応も行いました。 
   

３．その他改善と不具合の対応  

１） 個人基本情報新規登録の不具合対応 

   社会保険 TAB の健康保険内の子ども・子育て支援金に 「指定金額」 を選択した際に、個人額を入力した場合に 

事業所に個人額が反映されないとの報告がありましたので、改善を行いました。 

その際に介護保険に 「指定額控除」 が選択されている場合且つ、個人額と事業所が異なる場合に、 

事業所に個人額が反映されてしまうとの報告もありましたので、改善を行いました。 
 
２） 一括有期事業集計・印刷の不具合対応と改善 

   ① 総括表をＡ４レーザー（総コン 明細４行）にて印刷すると保険料が０円になる業種があるとの報告がありましたので、 

対応を行いました。 （印刷後画面に戻ると保険料額も０円になる業種がある） 

   ② 総括表をＡ４レーザー（総コン 明細４行）にて印刷した場合に、予備欄の項目名称が印刷されないとの 

      報告がありましたので、対応を行いました。 

   ③ 一括有期事業集計処理等にて、集計方法を選択できるように改善を行いました。 

集計方法については、個別と事務組合にて業種により異なる場合があります。 

その際は集計方法を切り替えることができるように対応を行いました。                                                           
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３．その他改善と不具合の対応    続き 

３） 賞与項目設定の不具合対応 

   賞与項目設定は初めて行う事業所にて、賞与項目設定を行った際に控除項目の社会保険料合計の入力区分が 

手入力にて表示されるとの報告がありましたので、対応を行いました。 
 
４） 労働保険関連画面の誤字の不具合対応 

   労働保険関連の画面において誤字の報告がありましたので、対応を行いました。 
 
５） 一括申請データ作成画面の不具合対応 

   雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）（離職票交付あり）の手続きにおいて、事業所基本情報に対して、 

   異なる事業所の事業場をセットされてしまうことがあるという報告がありましたので、対応を行いました。 
 
６） 36 協定届（一括申請用データ作成）画面の不具合対応 

   書面データより表示を行う際に、「休日労働、その他」の始業・終業時刻に 24 時 00 分がセットされない 

   という報告がありましたので、対応を行いました。 

 
  

４．今後のアップデート予定について  

その他の要望等による改善など 

※ 実際のアップデートについては、各対応が出来次第お送りいたします。 

※ アップデート予定については、予告なく変更される場合があります。 また、順番についても状況等により変更となる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                         
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